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1２月行事予定 

1 火 3年習熟度テスト、生徒集会・選挙公示 

2 水 図書司書来校、人権学習(１年) 

3 木 理事会、伊東 SC来校、生徒会企画レクリエーション 

4 金 ３年生性教育講演会、人権学習(１年) 

5 土 土曜授業 

6 日 地区総合文化祭(コスメイト行橋) 

7 月 推薦志願理由書〆切、調理実習(3-1) 

8 火 生徒会立候補受付、調理実習(3-2)、ALT 

9 水 図書司書、ALT来校 

10 木 伊東 SC来校(午後) 

11 金 ALT来校 

12 土  

13 日  

14 月 ALT来校、美化コンクール 

15 火 いじめアンケート 

16 水 クラスマッチ(1年)、図書司書来校 

17 木 伊東 SC来校(午前)、クラスマッチ(2年) 

18 金 クラスマッチ(３年) 

19 土  

20 日  

21 月 大掃除、掃除用具点検 

22 火 保護者会 

23 水 保護者会、図書司書来校 

24 木 終業式、生徒集会(表彰、選挙説明) 

私立受験料領収書提出 

25 金 仕事納め 

26 土  

27 日  

28 月 閉庁日 

29 火 休日 

30 水 休日 

31 木 休日 

人権教育について 
 ３年生は性的少数者の人権問題について学びました。性の

要素は４つの要素に区分されます。 

① 身体の性別：生まれながらの生物的な性別 

② こころの性：性自認、自分の性別をどう認識するのか 

③ 社会的な性：後天的に身に付けていく性 

性別役割：社会に期待される男・女としての役割 

性別表現：服装やどのようにふるまうか 

④ 好きの性 ：性的指向、恋愛や性的関心の対象 

LGBTQ とは 

同性愛(レズビアン L、ゲイ G)恋愛対象が、自分と同じ性別

の相手に向く状態、両性愛(バイセクシャル B)恋愛対象が、

性別にとらわれない状態；性的指向に関すること 

性同一性障害(トランスジェンダーT)割り当てられた性別と、

性自認との間に食い違いが生じ、何らかの苦痛や苦悩を感じ

ている状態；性自認に関すること 

同性愛についての間違った理解；性的指向は選べるの？ 

 「同性愛者になることは、個人に選択権があり、拒否する

ことも受け入れることも自由なのだ」という理解は誤りで

す。性的指向は嗜好や志向とは異なった“指向”であり、生ま

れ持ったものであると捉え、理解することが適切です。 

  

 

部活動紹介  

【吹奏楽部   あいさつ、協調性、文武両道、人格的成長とともに人

に感動して頂ける演奏を目指しています。     】                          

【美術部   美術を愛好する心情を育て、豊かな情操を養う。 

創造活動の基本的な技術を習得する。       】  

【生徒会   限られた時間の中で一秒一秒を大切にし、自らを高め、

ともに成長していく生徒たち   】   

                        

みやこ町立犀川中学校 校長 飯田恵文 

令和２年 1２月１日   No.８ 

生徒会代議員の今年度の目標 

 今だからできること、やらないといけないことを全力でし

て、全員が学校にきてよかったと思える年にしたい。今年度、

特に努力することは、学校生活の中心である授業を大切にする

雰囲気づくり、声かけをする。  

生活委員会 挨拶運動を毎月、週の初めの１週間実施する。挨

拶を積極的にする。 

 

        人権週間(12／４～12／10) 

 「人権教育の指導方法等の在り方について［第三次とりまと

め］」では、人権について次のように説明しています。 

人権という言葉は「人」と「権利」という二つの言葉からなっ

ている。人権とは、「人が生まれながらに持っている必要不可欠

な様々な権利」を意味する。したがって、人権とは何かを明確に

理解するには、人とはどのような存在なのか、権利とはどのよう

な性質を持つのかなどについて、具体的に考えることが必要と

なる。人権の内容には、人が生存するために不可欠な生命や身体

の自由の保障、法の下の平等、衣食住の充足などに関わる諸権利

が含まれている。また、人が幸せに生きる上で必要不可欠な思想

や言論の自由、集会・結社の自由、教育を受ける権利、働く権利

なども含まれている。このような一つひとつの権利は、それぞれ

が固有の意義を持つと同時に、相互に不可欠かつ相補的なもの

として連なりあっている。このような諸権利がまとまった全一

体を人権と呼ぶのである。したがって、個々の権利には固有の価

値があり、どれも大切であって優劣や軽重の差はありえない。た

だし、今日、全国各地で児童生徒をめぐって生じている様々な事

態にかんがみ、人間の生命はまさにかけがえのないものであり、

これを尊重することは何よりも大切なことであることについ

て、改めて強調しておきたい。人権を侵害することは、相手が誰

であれ、決して許されることではない。全ての人は自分の持つ人

としての尊厳と価値が尊重されることを要求して当然である。

このことは同時に、誰であれ、他の人の尊厳や価値を尊重し、そ

れを侵害してはならないという義務と責任とを負うことを意味

することになるのである。 

このように人権が尊重される社会を実現するためには、すべ

との人々が相互に人権の意義及びその尊重と共存の重要性につ

いて、理性及び感性の両面から理解を深めるとともに、自分の権

利の行使に伴う責任を自覚し、自分の人権と同様に他人の人権 

をも尊重することが求められます。 

 

「福岡県人権教育推進プラン」等からの抜粋 

 

 

 


